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（報道資料） 

 

肥満の解消や適正体重の維持にかかわる研究・活動を支援 

「公益信託 タニタ健康体重基金」２０２２年度の応募受け付けを開始 

 

２０２２年４月１２日 

株式会社タニタ 

 

健康総合企業の株式会社タニタ（東京都板橋区前野町１－１４－２、社長・谷田千里）が、

みずほ信託銀行株式会社に委託し運営している「公益信託 タニタ健康体重基金」の２０２

２年度の応募要項が決まり、このほど応募受け付けを開始しました。本基金は肥満の解消

や適正体重の維持、健康増進に関わる科学的な研究や活動について支援する助成制度で、

１９９４年の創設以来、これまでに１８１件の研究・活動を支援してきました。今回で２

８回目を迎えます。国内の研究・活動が対象となり、若手研究者（応募締切日時点で満４

０歳未満の研究者）やコメディカル（医師以外の応募者）からの応募も歓迎します。助成

総額は４００万円で、応募の締め切りは２０２２年６月３０日です。助成対象者の審査・

選考・決定は９月末日までに行います。 

 

【２０２２年度「公益信託 タニタ健康体重基金」応募要項】 

 

１．目的 

「公益信託 タニタ健康体重基金」は、肥満の解消、適正体重の維持に関する科学的研究

および活動を助成し、その研究や活動の成果によって人類福祉の向上に資することを目的

としています。 

 

２．助成対象者 

助成対象者は、肥満の解消や適正体重の維持に関する研究を行う国内の個人、団体、大学、

大学院、研究機関および肥満の解消や適正体重の維持に関する啓発的な実践活動を行う国

内の個人、団体、大学、大学院、研究機関とします。 

※若手研究者（応募締切日時点で満４０歳未満の応募者）やコメディカル（医師以外の応

募者）からの応募も歓迎します。 

 

３．２０２２年度の助成対象課題 

（１）研究助成：「肥満の解消や適正体重（健康体重）の維持に関する研究」 

（２）活動助成：「肥満の解消や適正体重（健康体重）の維持に関する啓発・教育にかかわ

る実践活動」 
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４．助成の金額および交付件数、期間 

（１）２０２２年度の助成総額は研究助成および活動助成合わせて４００万円とします。 

※２０２１年度は８テーマ（研究助成７件、活動助成１件）に各５０万円を交付し

ていますが、２０２２年度の交付件数、助成金額についてはその限りではありま

せん。 

※最終的には運営委員会で審議の上、決定します。 

（２）助成期間は原則として助成金交付日より１０カ月間とします。 

（３）ただし、継続助成を希望する場合は毎年申請書を提出することで、審査・選考の対

象とします。 

 

５．助成金の使途 

肥満の解消、適正体重の維持に関する研究、ならびに実践活動に必要な費用とします（機

材費、消耗品費、旅費、謝礼等を含みます）。 

※本基金は研究や活動自体に対する助成を目的としています。そのため、委任経理として

いる研究機関等におかれましては、助成金からの間接経費免除のご配慮をお願いします。 

 

６．報告の義務 

助成金の受領者には、申請に基づく助成期間終了後２カ月以内に研究・活動の経過および

結果、ならびに助成金使途報告書を提出していただきます。 

 

７．選考 

＜基準＞ 

（１）学術的に高い評価が期待できること。 

（２）社会的要請が高く、普及効果が大きいもので、社会への影響力が強いこと。 

（３）一般的には高い評価を得られにくいが、社会的先見性に富んでいること。 

＜方法＞ 

学識経験者からなる運営委員会による厳正な審査・選考の上、助成件数、助成金額を決定

します。 

＜時期＞ 

２０２２年９月 

 

８．応募方法 

インターネット（http://www.tanita.co.jp/company/tanita-grant/）上の申請ページから

申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、Ｅメールにてタニタ健康体重基金事務局

（tanita-grant@tanita.co.jp）宛てにお送りください。応募書類は日本語で作成してくだ
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さい。 

 

９．応募締切日     ２０２２年６月３０日 

 

１０．選考結果の発表  ２０２２年１０月中旬までに応募者全員に通知します。 

 

１１．助成金交付    ２０２２年１０月－１１月（予定） 

 

１２．留意事項 

（１）採・否の理由についての問い合わせには応じられません。 

（２）応募申請書は、選考以外の目的に使用することはありません。また応募申請書は返

却しません 

（３）営利を目的とする研究や、すでに完了している研究は対象としません。 

（４）対象研究については、事前に所属機関等の倫理委員会の承認を得るものとします。 

（５）申請内容（題目、共同研究者、目的、方法など）については、やむを得ない場合を

除いて改変を認めません。 

（６）助成が決定した対象者については、マスメディアや弊社ホームページなどで公表し

ます。 

（７）他の助成制度と重複して応募することについては不問とします。 

 

１３．問い合わせ先 

〒１００－８２４１ 東京都千代田区丸の内１－３－３ 

受託者 みずほ信託銀行株式会社 信託総合営業第八部 公益信託 タニタ健康体重基金宛 

電話：０３－６６２８－１９５９ ＦＡＸ：０３－６６３０－４１６７ 

 

１４．個人情報 

助成申請者の個人情報は、審査結果の本人通知など、助成手続きに必要な目的以外の用途

には使用しません。 

 

 

 

 

 

 

資料に記載されている情報は発表日現在のものです。このため、時間の経過あるいは後発的なさまざまな

事象によって、内容が予告なしに変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。 


